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日本老年看護学会投稿原稿受領から掲載までのプロセス

①投稿原稿の受付

③査読を依頼

査読辞退者がある場合は，編集委員会，担当編集委員または編集委員長が代替査読者を選定し依頼する．

④査読結果を受領
査読結果

1．このままで掲載可
2．手直しすれば掲載可
3．大幅な修正が必要
4．掲載不可

⑤編集委員会
編集委員会で査読者 2名と担当編集委員の査読結果をもとに 1回目の協議を行う（原則的に以下のとおりとする）

⑨編集委員会
修正確認，または査読者 2名および担当編集委員の査読結果をもとに 2回目の協議を行う

②編集委員会
・投稿論文内容の検討
・担当編集委員の決定
・査読者 2名の選定

投稿者へ投稿原稿受付通知を発送

1回目
査読者判定

2回目

1＋1 1＋2, 2＋2 1＋3, 2＋3, 3＋3

⑥投稿者に判定結果通知

⑦修正原稿受付

⑧査読者，担当編集委員へ再査読依頼

1＋4, 2＋4, 3＋4 4＋4
＋ ＋ ＋ ＋ ＋

そのまま掲載可 手直しすれば掲載可 大幅な修正が必要

⑭受理

⑮掲載

掲載可（このままで
掲載可）

掲載可（修正の
うえ掲載可）

⑬投稿者に判定結果通知 担当編集委員チェックお
よび編集委員会での審議

掲載不可（再投稿を推奨す
る・再投稿を推奨しない）

再修正原稿受付 掲載可（修正のうえ掲載可）

⑪編集委員会
修正確認，または査読者 2名
および担当編集委員の査読結
果をもとに協議を行う

⑩投稿者
に判定結
果通知

⑫投稿者に判定結果通知

掲載不可

編集委員会
の協議

担当編集
委員判定

1または 2※ 2または 3※ 3または 4※

注）
1．査読者 2名，担当編集委員 1名が査読する．協議は編集委員会で行う．
2．著者が編集委員会に申し出た場合のみ，原稿の修正期間を最長で 1か月延長することができる．

  ただし，期日以内に修正原稿の提出がない場合は，取り下げとみなす．
3．査読は原則として 2回までとする．
※必ずしもこのとおりの査読判定とならない場合もある．


